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○
死
亡
廃
用
共
済
価
額
設
定
準
則
を
定
め
る
件

（
制
定
：
平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
四
十
四
号
）

（
最
終
改
正
：
令
和
三
年
一
月
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九
十
号
）

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
死
亡
廃
用

共
済
共
済
価
額
設
定
準
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

死
亡
廃
用
共
済
共
済
価
額
設
定
準
則

１

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
七
条
第
一
項
の
包
括
共
済
関
係
（
肉
豚
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
の
死
亡
廃
用
共
済
の
共
済
価
額
は
、
共
済
掛
金
期
間
ご
と
に
、
当
該
共
済
掛
金
期
間
中
に
飼
養
す
る
と
見
込

ま
れ
る
当
該
包
括
共
済
関
係
に
係
る
包
括
共
済
家
畜
区
分
に
属
す
る
家
畜
（
共
済
掛
金
期
間
中
に
規
則
第
八
十
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
異
動
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
異
動
に
伴
っ
て
飼
養
す
る
こ
と
と
な
る
家
畜
を
除
き
、

当
該
異
動
に
伴
っ
て
飼
養
し
な
い
こ
と
と
な
る
家
畜
を
含
む
。
）
の
次
に
掲
げ
る
価
額
の
合
計
金
額
と
し
て
、
当
該
共
済
掛

金
期
間
の
開
始
前
に
算
定
さ
れ
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
算
定
さ
れ
た
金
額
が
当
該
共
済
掛
金
期
間
中
に
飼
養
し
た
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当
該
包
括
共
済
関
係
に
係
る
包
括
共
済
家
畜
区
分
に
属
す
る
家
畜
の
次
に
掲
げ
る
価
額
の
合
計
金
額
と
異
な
る
場
合
は
、
当

該
合
計
金
額
と
す
る
。

一

搾
乳
牛
、
繁
殖
用
雌
牛
、
繁
殖
用
雌
馬
及
び
種
豚
に
あ
っ
て
は
、
共
済
掛
金
期
間
開
始
の
時
（
当
該
共
済
掛
金
期
間
の

開
始
後
に
当
該
包
括
共
済
関
係
に
付
さ
れ
る
家
畜
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
付
さ
れ
る
時
）
に
お
け
る
価
額

二

育
成
乳
牛
、
育
成
・
肥
育
牛
及
び
育
成
・
肥
育
馬
の
う
ち
、
牛
及
び
馬
に
あ
っ
て
は
共
済
掛
金
期
間
終
了
の
時
に
お
け

る
家
畜
の
価
額
（
そ
の
時
前
に
当
該
包
括
共
済
関
係
に
付
さ
れ
た
家
畜
で
な
く
な
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
平
成
三
十
年
三

月
二
十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
四
十
五
号
（
農
業
保
険
法
施
行
規
則
第
百
七
条
第
二
項
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣

が
定
め
る
金
額
を
定
め
る
件
）
に
定
め
る
金
額
）
、
牛
の
胎
児
に
あ
っ
て
は
平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日
農
林
水
産
省
告

示
第
六
百
四
十
六
号
（
農
業
保
険
法
施
行
規
則
第
百
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
牛
の
出
生
の
日
に
お
け
る
価
額

の
算
定
の
方
法
を
定
め
る
件
）
に
定
め
る
金
額

２

前
項
の
家
畜
の
価
額
は
、
組
合
等
（
農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
包
括
共
済
家
畜
区
分
、
品
種
、
月
齢
、
用
途
そ
の
他
の
事

項
に
よ
る
家
畜
の
区
分
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
家
畜
の
取
引
価
格
を
基
礎
と
し
て
定
め
る
家
畜
の
評
価
額
の
基
準
（
以
下
「



- 3 -

評
価
基
準
」
と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

組
合
等
の
区
域
（
法
第
百
七
条
に
規
定
す
る
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
及
び
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
全
国
連
合

会
に
あ
っ
て
は
、
共
済
事
業
の
実
施
区
域
。
以
下
同
じ
。
）
内
で
飼
養
さ
れ
る
家
畜
の
取
引
が
主
に
行
わ
れ
て
い
る
家
畜

市
場
（
家
畜
取
引
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
家
畜
市
場
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
か
ら
得
ら
れ
る
家
畜
の
過
去
一
年
間
の
平
均
取
引
価
格
（
複
数
の
家
畜
市
場
で
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は

、
当
該
取
引
価
格
を
家
畜
の
取
引
頭
数
に
よ
り
加
重
平
均
し
て
得
た
価
格
）

二

組
合
等
の
区
域
内
で
飼
養
さ
れ
る
家
畜
の
取
引
が
主
に
行
わ
れ
て
い
る
食
肉
市
場
（
家
畜
の
枝
肉
の
卸
売
取
引
が
行
わ

れ
て
い
る
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
市
場
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
か
ら
得
ら
れ
る
過
去
一
年
間
に
お
け
る
枝
肉
の
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
平
均
取
引
価
格
（
複
数
の
食
肉
市
場
で
取

引
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
平
均
取
引
価
格
を
各
食
肉
市
場
で
処
理
さ
れ
た
家
畜
の
頭
数
に
よ
り
加
重
平
均
し

て
得
た
価
格
）
に
、
牛
の
出
荷
月
齢
時
の
枝
肉
重
量
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
平
均
取
引
価
格

三

前
二
号
の
平
均
取
引
価
格
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
家
畜
市
場
及
び
食
肉
市
場
以
外
に
お
け
る
取
引
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
過
去
一
年
間
の
平
均
取
引
価
格
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３

組
合
等
は
、
評
価
基
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
組
合
等
の
損
害
評
価
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
価
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

２

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
共
済
掛
金
期
間
に
お
け
る
繁
殖
用
雌
牛
及
び

育
成
・
肥
育
牛
の
評
価
基
準
を
定
め
る
際
の
こ
の
告
示
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中

「
過
去
一
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
と
す
る
。




